
              令和５年度「漢字の博士試験」実施細則 

                                               

１ 「漢字の博士試験」の実施について 

（１）実施期間     １年を下記の３期に分け、各期１回を原則とする。日時は学校が決定する。 

              第１期  令和５年５月２５日（木）～同年 ７月１４日（金） 

              第２期  令和５年９月 １日（金）～同年１２月１５日（金） 

              第３期  令和６年１月１１日（木）～同年 ３月 ８日（金） 

      ※実施期間については、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて変更する場合がある。 

（２）実施対象     県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校の児童生            

徒のうち受験を希望する者。 

（３）実施内容     学校は、別紙漢字学習基準表（令和３年４月改訂版）に基づき、１～１５級 

           の漢字試験を行う。児童生徒は希望する級を受験することができる。ただし、 

           １回に複数の級を受験することはできない。 

（４）実施時間     各級とも２０分とする。      

（５）問題数      各級とも５０問とする。（ただし、１３級～１５級は３０問とする。） 

（６）問題印刷・採点  ダウンロードした問題を学校において必要部数印刷し、試験を実施するとと             

もに採点を行う。 

（７）採点基準     「学年別漢字配当表」「常用漢字表」を基準とする。 

（８）試験問題     試験問題は各期により異なるので留意すること。また、同一期間内は同一問             

題を県内で使用するので、各期が終了するまで学校で保管すること。（確認の        

ために学校で一時的に児童生徒に返却し、その後学校で保管することは差し支            

えない。） 

             各期問題は、各期開始日の３日以前に教育センター学びの丘ホームページに 

掲載する。 

                         

２ 実施申込みについて  

  ・「漢字の博士試験」の実施を希望する市町村立学校長は当該市町村教育委員会（県立中学校長、   

私立学校長及び和歌山大学教育学部附属学校長は義務教育課長、県立高等学校長及び特別支援学   

校長は県立学校教育課長）宛て別紙様式１により申し込む。申込みは実施日から数えて７日以前   

に行うこと。 

  ・県教育委員会は、各市町村教育委員会をとおして、請求のあった小学校、中学校、義務教育学校に試

験問題等をダウンロードするためのパスワードを送付する。（県立中学校、私立学校及び和歌山大学

教育学部附属学校については義務教育課から、県立高等学校及び特別支援学校については県立学校

教育課から、同様のパスワードを送付する。） 

  ・校長は、試験問題をダウンロードし、試験の実施にあたる。なお、問題の取扱いについては十分留意

する。 

                           



３ 受験状況報告について 

  ・校長は、各期に教育センター学びの丘ホームぺージに受験状況（受験者数・合格者数）を入力する。 

   

４ 認定証について    

  ・試験において９割以上正解した者に当該級の認定証を漢字の博士試験実行委員会から交付する。 

  ・校長は、教育センター学びの丘ホームページから認定証をダウンロードし、児童生徒に交付する。 

なお、認定証の送付を希望する場合は、当該市町村教育委員会をとおして別紙様式２により申し込

む。（県立中学校、私立学校及び和歌山大学教育学部附属学校については義務教育課長宛て、県立高

等学校及び特別支援学校については県立学校教育課長宛て、別紙様式２により申し込む。） 

 

５ 漢字学習基準表・練習問題・見本問題について 

 ・漢字学習基準表（令和３年４月改訂版）、練習問題、見本問題については、教育センター学びの丘ホ

ームページからダウンロードできる。 

 

    ※令和３年度より、練習問題、見本問題は、漢字学習基準表（令和３年４月改訂版）に基づき、作 

成しているため、令和３年４月以降に教育センター学びの丘にアップされた練習問題等を活用す

ること。 


